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(57)【要約】
　本発明はクランプ装置に関するものである。本発明は
対象物を固定するクランプ部を足または膝で動作させる
ことができ、クランプ部が上下左右方向への転換及び水
平回転が可能で、クランプ部を支持する支持部を容易に
折る、あるいは広げることができるクランプ装置に関す
るものである。従って本発明は、体の不自由な障害者が
足または膝を動かして物体を固定させて、彫刻をする、
あるいは色漆を塗るなどの作業をする場合に便利に用い
ることができる。障害者ではなくても、手作業の多い場
合に足または膝を利用して便利に作業をすることができ
る。また、本発明のクランプ装置は使用環境によって、
支持部の長さを容易に調整することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物を固定するための固定部と前記固定部を動作させるための把持部と、を備えるク
ランプ部と；
　前記クランプ部に連結され、下側へ延長された連結部と；
　前記連結部の下端に結合されて、前記クランプ部を操作するための操作部と；
　を含むことを特徴とするクランプ装置。
【請求項２】
　前記クランプ部の下部に結合され、前記クランプ部の位置を調整する調整部をさらに含
むことを特徴とする請求項１に記載のクランプ装置。
【請求項３】
　前記調整部は、水平突起が形成され、前記操作部と連結されて、前記操作部が回転する
時一緒に回転する回転板と、前記回転板と分離されて、前記クランプ部の下端に水平に結
合された水平歯車と、前記水平歯車の歯と噛み合って、前記回転板の回転による前記水平
突起の移動によって前記水平歯車の歯と分離される水平締結部と、を備えることを特徴と
する請求項２に記載のクランプ装置。
【請求項４】
　前記調整部は、垂直突起が形成され、前記操作部と連結されて、前記操作部が回転する
時一緒に回転する回転板と、前記回転板と離隔されて、前記クランプ部の下部側面に垂直
に結合された垂直歯車と、前記垂直歯車の歯と噛み合って、前記回転板の回転による前記
垂直突起の移動によって前記垂直歯車の歯と分離される垂直締結部と、を備えることを特
徴とする請求項２または３に記載のクランプ装置。
【請求項５】
　前記クランプ部は把持部を固定するためのストッパをさらに備え、前記調整部は引き突
起が形成され、前記操作部と連結されて、前記操作部が回転する時一緒に回転する回転板
と、一端が前記ストッパに連結され、他端が前記引き突起と連結されて、前記回転板の回
転による前記引き突起の移動によって前記ストッパを動かすストッパ連結部とを備えるこ
とを特徴とする請求項２または３に記載のクランプ装置。
【請求項６】
　前記操作部は前記連結部の内部に挿入または前記連結部の内部から引出可能な延長部を
備えることを特徴とする請求項１または２に記載のクランプ装置。
【請求項７】
　前記クランプ部の下側を取り囲んで上下に移動可能な移動ケーシングと；
　前記移動ケーシングに結合され、前記クランプ部を支持する複数の支持部と；
　をさらに含み、
　前記複数の支持部は前記移動ケーシングの動きによって長さ調節が可能であることを特
徴とする請求項１または２に記載のクランプ装置。
【請求項８】
　前記連結部を駆動するための駆動手段と；
　前記駆動手段を遠隔で制御するための制御手段と；
　をさらに含むことを特徴とする請求項１または２に記載のクランプ装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はクランプ装置に関するものであって、より具体的には、対象物を固定するクラ
ンプ部を足または膝で動作させることができ、クランプ部が上下左右方向への転換及び水
平回転が可能で、クランプ部を支持する支持部を容易に折ること、あるいは広げることが
できるクランプ装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　我々が日常生活などで手作業をする場合、対象物を固定させて置いてから作業をする場
合が多い。この場合、通常のクランプ装置を利用して対象物を固定させる。従来のクラン
プ装置は対象物を固定及び解除する時、レバーを数回回して用いる必要があり、且つ重い
という短所がある。
【０００３】
　このような問題点を解決するために、米国特許公開第２０１０／０２６４２８１号には
ハンドクランプ等のような装置を三角台に固定して用いることについて提案している。特
に、この文献では、三角足を柔軟に製作することができる構造について記載されており、
このような構造で製作された三角足を多様な構造物に付着させることについて記載されて
いる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、この文献に公開された構造物も、対象物を固定するためにはクランプ装置を手
で動作させる必要がある。従って、手が不自由な障害者の場合、このような装置を使いに
くいという問題点がある。たとえ障害者でなくても、手で他の作業をする場合、クランプ
装置を使うことが困難である。
【０００５】
　本発明の目的は、障害者のように手が不自由な人が、あるいは手で他の多くの作業をす
る場合に、便利に用いることができるように、足または膝で操作することができるクラン
プ装置を提供することにある。
【０００６】
　本発明の他の目的は、クランプ部の上下左右方向への転換及び水平回転を容易にするこ
とができるクランプ装置を提供することにある。
【０００７】
　また、本発明の他の目的は、クランプ部を支持する支持部の長さを自動に調節すること
ができるクランプ装置を提供することにある。
【発明を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達するために、本発明の実施例によるクランプ装置は、クランプ部、連結部
、操作部を含む。クランプ部は対象物を固定するための固定部と、固定部を動作させるた
めの把持部とを備える。連結部はクランプ部に連結され、下側へ延長される。操作部は連
結部の下端に結合されて、クランプ部を操作する。使用者は足で操作部を操作してクラン
プ部を動作させる。
【０００９】
　本発明の実施例によるクランプ装置は、調整部をさらに含むことができる。調整部はク
ランプ部の下部に結合され、クランプ部の位置を調整する。
【００１０】
　本発明の実施例によるクランプ装置の調整部は、回転板、水平歯車、及び水平締結部を
備えることができる。回転板は水平突起が形成され、操作部と連結されて、操作部の回転
の時一緒に回転する。水平歯車は回転板と離隔されて、クランプ部の下端に水平に結合さ
れる。水平締結部は水平歯車の歯と噛み合って、回転板の回転による水平突起の移動によ
って水平歯車の歯と分離される。
【００１１】
　本発明の実施例によるクランプ装置の調整部は、回転板、垂直歯車、垂直締結部を備え
ることができる。回転板は垂直突起が形成され、操作部と連結されて、操作部の回転の時
一緒に回転する。垂直歯車は回転板と離隔されて、クランプ部の下部側面に垂直に結合さ
れる。垂直締結部は垂直歯車の歯と噛み合って、回転板の回転による垂直突起の移動によ
って垂直歯車の歯と分離される。
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【００１２】
　本発明の実施例によるクランプ装置のクランプ部は、把持部を固定するためのストッパ
をさらに備えることができる。調整部は回転板、ストッパ連結部を備えることができる。
回転板には引き突起が形成され、操作部と連結されて、操作部の回転の時一緒に回転する
。ストッパ連結部は一端がストッパに連結され、他端が引き突起と連結されて、回転板の
回転による引き突起の移動によってストッパを動かす。
【００１３】
　本発明の実施例によるクランプ装置の操作部は、連結部の内部に挿入または連結部の内
部から引出可能な延長部を備えることができる。
【００１４】
　本発明の実施例によるクランプ装置は、移動ケーシング、複数の支持部をさらに含むこ
とができる。移動ケーシングはクランプ部の下側を取り囲み、上下に移動が可能である。
複数の支持部は移動ケーシングに結合されてクランプ部を支持する。複数の支持部は移動
ケーシングの移動によって長さを調節可能である。
【００１５】
　本発明の実施例によるクランプ装置は駆動手段及び制御手段をさらに含むことができる
。駆動手段は連結部を駆動する。制御手段は駆動手段を遠隔で制御する。
【発明の效果】
【００１６】
　本発明はクランプ部が操作部の操作によって動作するので、手が不便な障害者、あるい
は障害者でなくても手で他の作業をする場合に、足または膝で操作部を操作してクランプ
装置を動作させることができる。従って、クランプ装置を便利に使用することができる。
【００１７】
　また本発明は、操作部を回転させてクランプ部の角度及び傾斜を調節することができる
部分のロックを解除することができるので、クランプ部の位置を容易に調整することがで
きる。
【００１８】
　また、本発明は複数の支持部の長さを、簡単な操作で調節することができる。従って、
手が不自由な障害者も、クランプ装置を容易に折ること、あるいは広げることができ、容
易に携帯、保管することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施例によるクランプ装置を示す分解斜視図である。
【図２】本発明の実施例によるクランプ装置のクランプ部、連結部、操作部、調整部を示
す分解図である。
【図３】本発明の実施例によるクランプ装置の連結部とクランプ部及び調整部の結合関係
を示す分解図である。
【図４】本発明の実施例によるクランプ装置のクランプ部固定のための構成を示す図面で
ある。
【図５】本発明の実施例によるクランプ装置の調整部及び支持部を示す図面である。
【図６】本発明の実施例によるクランプ装置の調整部の動作を示す図面である。
【図７】本発明の実施例によるクランプ装置の支持部を概念的に示す図面である。
【図８】本発明の実施例によるクランプ装置の支持部を概念的に示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付された図面を参照して、本発明の好ましい実施例を詳しく説明する。説明す
る際に、添付された図面で同じ構成要素は、同じ符号で示していることに留意すべきであ
る。また、本発明の要旨を曖昧にする公知機能及び構成に対する、詳細な説明は省略する
。同じ理由により添付図面において、一部構成要素は拡張あるいは省略して概略的に示さ
れる。
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【００２１】
　図１は本発明の実施例によるクランプ装置を示す分解斜視図であり、図２は本発明の実
施例によるクランプ装置のクランプ部、連結部、操作部、調整部を示す分解図であり、図
３は本発明の実施例によるクランプ装置の連結部とクランプ部及び調整部の結合関係を示
す分解図であり、図４は本発明の実施例によるクランプ装置のクランプ部固定のための構
成を示す図面である。図５は本発明の実施例によるクランプ装置の調整部及び支持部を示
す図面であり、図６は本発明の実施例によるクランプ装置の調整部の動作を示す図面であ
る。図７及び図８は本発明の実施例によるクランプ装置の支持部を概念的に示す図面であ
る。
【００２２】
　図１～図８に示したように、本発明の実施例によるクランプ装置１０００は、クランプ
部１１００、連結部１２００、操作部１３００、調整部１４００、支持部１５００を含む
。
【００２３】
　クランプ部１１００は、ベース部１１１０、固定部１１２０、把持部１１３０、及び下
端結合部１１４０を備える。ベース部１１１０は、クランプ部１１００の基底を成す部分
である。固定部１１２０は、固定しようとする対象物を固定する。本実施例で、固定部１
１２０はやっとこ形状であるが、これに限定されるのではない。把持部１１３０は、ベー
ス部１１１０の上部で上下に動いて、固定部１１２０を動作させる。即ち、把持部１１３
０の動きによって固定部１１２０が広がり、あるいは閉じられる。このように動作をする
ために、固定部１１２０と把持部１１３０は、ベース部１１１０の末端にピン１１５０で
固定されることができる。本実施例で把持部１１３０は、ピン１１５０を中心にベース部
１１１０から遠くなる方向に、弾性支持されるように結合される。下端結合部１１４０は
、ベース部１１１０と調整部１４００とを結合させる。ベース部１１１０は、下端結合部
１１４０に結合ピン１１４１を通じて回転可能に結合される。結合ピン１１４１には、ベ
ース部１１１０の回転を固定することができるロックレバーが形成されることができる。
また下端結合部１１４０は、ベース部１１１０が水平を保持することができるようにする
水平保持部１１４２を含む。水平保持部１１４２は、ガイド部とこれを囲んでいるスプリ
ングを備えることができる。
【００２４】
　クランプ部１１００の把持部１１３０は、下側に突出されたラッチ部１１３１を備える
ことができる。ラッチ部１１３１には歯が形成される。ベース部１１１０は、ラッチ部１
１３１を固定させるためのストッパ１１１１を備える。ストッパ１１１１は、ベース部１
１１０に移動可能に結合される。ストッパ１１１１がラッチ部１１３１に結合されると、
把持部１１３０は固定され、ストッパ１１１１とラッチ部１１３１の結合が解除されると
、把持部１１３０は動くことができる。ベース部１１１０には、ストッパ１１１１の位置
を固定することができる固定スイッチ１１１２が形成されることができる。固定スイッチ
１１１２は、ストッパ１１１１と線状のもので連結されることができる。
【００２５】
　連結部１２００はクランプ部１１００に連結される。本実施例で連結部１２００は、第
１連結部１２１０と第２連結部１２２０とを備える。第１連結部１２１０は、下端結合部
１１４０の結合ピン１１４１に連結される。第２連結部１２２０は把持部１１３０と連結
される。連結部１２００はクランプ部１１００の下部で地面を向けて延長され、複数のロ
ープを備えることができる。
【００２６】
　操作部１３００は連結部１２００の下端に結合される。使用者は、操作部１３００を足
あるいは膝で動かしてクランプ部１１００を操作する。本実施例で操作部１３００は、第
１連結部１２１０の下端に結合される調節踏み台１３１０と、第２連結部１２２０の下端
に結合される動作踏み台１３２０とを備える。操作部１３００は延長部１３３０を備える
ことができる。延長部１３３０は、操作部ケース１３４０の内部に挿入、及び操作部ケー
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ス１３４０の内部から引出可能である。操作部ケース１３４０にはロック装置１３４１が
形成されて、延長部１３３０を固定することができる。即ち、ロック装置１３４１がロッ
クされた状態では延長部１３３０が挿入及び引出が不可であり、ロック装置１３４１が解
除された状態では延長部１３３０が挿入及び引出可能である。使用者は延長部１３３０を
通じて、操作部１３００が自分の足または膝位置と適当な高さに位置するようにすること
ができる。
【００２７】
　使用者が足あるいは膝で調節踏み台１３１０を押すと、調節踏み台１３１０と連結され
た移動板１２３０が下に移動するようになり、移動板１２３０と連結された第１連結部１
２１０も下に移動するようになる。これにより、第１連結部１２１０と連結された下端結
合部１１４０の、結合ピン１１４１が回転するようになる。従って、結合ピン１１４１と
一体に形成されたベース部１１１０が回転するようになり、クランプ部１１００全体が前
方へ傾斜するようになる。使用者が調節踏み台１３１０から足または膝を離すと、水平保
持部１１４２の弾性によって、ベース部１１１０が水平を保持する原位置に戻る。このよ
うに、使用者は足または膝を利用して、調節踏み台１３１０を上下に操作してクランプ部
１１００の前後傾きを調節することができる。前後傾きを調節した後には、結合ピン１１
４１に形成されたロックレバーを利用して、位置を固定することができる。
【００２８】
　使用者が足または膝で動作踏み台１３２０を押すと、動作踏み台１３２０と連結された
移動板（図示しない）が下へ移動するようになり、移動板と連結された第２連結部１２２
０も下へ移動するようになる。これにより、第２連結部１２２０と連結された把持部１１
３０が下に引っ張られる。従って、固定部１１２０が閉じられて対象物を固定する。固定
部１１２０の位置を固定するために、使用者はストッパ１１１１をラッチ部１１３１と結
合させることができる。ストッパ１１１１は固定スイッチ１１１２によって固定されるこ
とができる。ストッパ１１１１は、基本的に内装されたスプリングの弾性によって自動的
にラッチ部１１３１と結合され、固定スイッチ１１１２を開く時だけラッチ部１１３１と
分離される。固定部１１２０を再び動かすためには、固定スイッチ１１１２を解除し、ス
トッパ１１１１をラッチ部１１３１と分離させる。ストッパ１１１１とラッチ部１１３１
が分離されると、クランプ部１１００の把持部１１３０に作用する弾性によって把持部１
１３０が上へ上がり、従って、固定部１１２０が再び広げられる。クランプ部１１００の
把持部１１３０に作用する弾性は、一般的なクランプ装置でも使用する構成であるので、
詳細な説明は省略する。ストッパ１１１１とラッチ部１１３１を用いない場合には、使用
者は動作踏み台１３２０から足または膝を離すだけでも、固定部１１２０を元の形態に戻
すことができる。普段、足を離せばストッパ１１１１はラッチ部１１３１と固定されたま
まであり、固定スイッチ１１１２を作動させた場合のみラッチ部１１３１と分離される。
このように、使用者は足あるいは膝を利用して動作踏み台１３２０を上下に操作して、ク
ランプ部１１００を動作させることができる。
【００２９】
　本発明の他の実施例では、連結部１２００をモーター等のような駆動手段を利用して動
作させることができる。この場合、駆動手段のベルトと連動された歯車が、連結部１２０
０に具備された歯と噛み合って連結部１２００を動かすようになる。モーター等のような
駆動手段は、音声認識のための音声認識部を備えることができる。これによって、駆動手
段は使用者の音声によって動作することができる。この場合、使用者は遠隔でクランプ装
置１０００を操作することができる。駆動手段は人体の動作を感知するセンサーを備え、
人体の動作を感知して動作をすることができ、他の実施例では駆動手段を無線で調整する
ことができる。即ち、駆動手段は遠隔で制御可能に設置されて、使用者が便利にクランプ
装置１０００を利用することができる。
【００３０】
　クランプ装置１０００を効率的に利用するために、クランプ装置１０００のクランプ部
１１００の水平角度及び左右傾斜を調節しなければならない場合もある。このために、本
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実施例ではクランプ部１１００の下部に調整部１４００が位置する。
【００３１】
　調整部１４００は、上部ケース１４００ａと下部ケース１４００ｂとを備え、上部ケー
ス１４００ａと下部ケース１４００ｂの内部に回転板１４１０、水平歯車１４２０、水平
締結部１４３０、垂直歯車１４４０、垂直締結部１４５０、ストッパ連結部１４６０、及
び弾性部１４７０を備える。
【００３２】
　回転板１４１０は、下部ケース１４００ｂに回転可能に結合され、操作部１３００と連
結されて、操作部が回転すると一緒に回転する。回転板１４１０には水平突起１４１１、
垂直突起１４１２、及び引き突起１４１３が形成される。本実施例では、水平突起１４１
１を基準に反時計周りに回転した位置に垂直突起１４１２が位置し、垂直突起１４１２よ
り反時計周りにさらに回転した位置に引き突起１４１３が位置するが、これに限定される
のではない。
【００３３】
　水平歯車１４２０は、回転板１４１０とは別個に回転可能になるように、水平に結合さ
れる。水平歯車１４２０を固定するために第１固定台１４２１が用いられる。水平締結部
１４３０はバー形で、回転板１４１０と離隔されて装着される。水平締結部１４３０の一
端は第２固定台１４３１にピンなどで回転可能に結合され、他端は歯が形成されて、水平
歯車１４２０の歯と噛み合うことができる。即ち、水平締結部１４３０は一端を中心に回
転しながら他端が水平歯車１４２０と噛み合う、あるいは離れる。水平締結部１４３０は
、底面に水平突起１４１１の移動を誘導するガイド部が形成される。図６に示すように、
回転板１４１０の回転によって、水平突起１４１１が水平締結部１４３０の下部に移動す
るようになり、水平締結部１４３０のガイド部に沿って移動するようになる。水平突起１
４１１がガイド部に沿って移動しながら水平締結部１４３０を水平歯車１４２０から分離
させる方向に移動させ、これによって水平歯車１４２０は自在に回転可能になる。水平歯
車１４２０が自在に回転可能であれば、使用者はクランプ部１１００を水平方向に回転さ
せることができる。即ち、使用者が操作部１３００を足あるいは膝で回転させて回転板１
４１０を回転させると、回転板１４１０の回転によって水平締結部１４３０が水平歯車１
４２０から離される。水平歯車１４２０が自在に回転可能であるので、使用者はクランプ
部１１００の水平方向角度を調節することができる。クランプ部１１００の水平角度を調
節する過程で、回転によって第１固定台１４２１が垂直締結部１４５０と衝突することを
防止するために、図６ａに示すように、垂直歯車１４４０の両側に柱が形成される。使用
者が操作部１３００から足あるいは膝を離すと、弾性部１４７０の弾性によって回転板１
４１０が原位置に戻り、これによって水平突起１４１１も原位置に戻り、スプリング１４
３２の弾性によって水平締結部１４３０が水平歯車１４２０と再び噛み合って、水平歯車
１４２０が固定される。
【００３４】
　垂直歯車１４４０は上部ケース１４００ａに垂直に結合される。垂直締結部１４５０は
、下部ケース１４００ｂにピンなどで固定され、固定された部分を中心に上下に回転移動
可能である。垂直締結部１４５０には歯が形成され、垂直歯車１４４０の歯と噛み合うこ
とができる。即ち、垂直締結部１４５０は固定された部分を中心に回転しながら歯が垂直
歯車１４４０と噛み合う、あるいは離れる。垂直締結部１４５０は、底面に垂直突起１４
１２の移動を誘導する曲面部が形成される。図６に示したように、回転板１４１０の回転
によって、垂直突起１４１２が垂直締結部１４５０の下部に移動するようになり、垂直突
起１４１２が垂直締結部の曲面部に沿って移動しながら垂直締結部１４５０を回転させて
、垂直締結部１４５０の歯が垂直歯車１４４０の歯と離されるようになる。これによって
、垂直歯車１４４０が自在に回転でき、クランプ部１１００の左右傾きを調節することが
できる。即ち、使用者は操作部１３００を足または膝で回転させた後、クランプ部１１０
０の左右傾きを調節することができる。
【００３５】
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　回転板１４１０に形成された引き突起１４１３は、ストッパ連結部１４６０を通じてク
ランプ部１１００のストッパ１１１１と連結される。本実施例で、ストッパ連結部１４６
０は引き突起１４１３とストッパ１１１１とを連結するロープであるが、これに限定され
るのではない。使用者が足あるいは膝で操作部１３００を回転させて回転板１４１０が回
転すると、引き突起１４１３も回転するようになる。この時、引き突起１４１３と連結さ
れたストッパ連結部１４６０は紐掛け部にかかり、これによってストッパ連結部１４６０
が引っ張られる。従って、ストッパ１１１１も動くようになり、ストッパ１１１１とラッ
チ部１１３１との結合が解除されて、把持部１１３０は移動可能になる。使用者が操作部
１３００から足あるいは膝を離すと、弾性部１４７０の弾性によって回転板１４１０が原
位置に戻り、引き突起１４１３も原位置に戻って、ストッパ１１１１もラッチ部１１３１
と結合される。ストッパ連結部１４６０は連結部１２００との縺れ防止のために固定管に
挿入されて位置することもできる。
【００３６】
　本実施例では、図６のように、垂直突起１４１２は水平突起１４１１より反時計周りに
回転した位置に形成され、引き突起１４１３は垂直突起１４１２より反時計周りにさらに
回転した位置に形成される。従って、使用者が操作部１３００を時計周りに３０゜回転さ
せると、垂直突起１４１２が垂直締結部１４５０の下部に移動するようになり、垂直締結
部１４５０と垂直歯車１４４０が分離される。この時、水平突起１４１１も水平締結部１
４３０の下部に移動するが、水平締結部１４３０と水平歯車１４２０とが分離しない。使
用者が操作部１３００を時計周りに６０゜回転させると、垂直突起１４１２は相変らず垂
直締結部１４５０の下部に位置し、水平突起１４１１が水平締結部１４３０の下部で傾斜
角度に沿って移動して、水平締結部１４３０と水平歯車１４２０が分離される。また、使
用者が操作部１３００を反時計周りに回転させると、水平突起１４１１及び垂直突起１４
１２は水平締結部１４３０及び垂直締結部１４５０とは離隔されて位置し、引き突起１４
１３のみがストッパ連結部１４６０を引っ張る。
【００３７】
　支持部１５００は、クランプ部１１００の下側でクランプ部１１００を支持する。より
具体的には、支持部１５００は、クランプ部１１００の下側を取り囲むケーシング１６０
０の内部に位置する移動ケーシング１６１０に結合される。移動ケーシング１６１０は、
図５に示したように、連結部１２００の外側で上下に移動可能である。本実施例で、クラ
ンプ装置１０００は３つの支持部１５００を含むが、これに限定されるのではない。支持
部はクランプ部１１００の支持のために支持台１５１０と延長棒１５２０を備えることが
できる。延長棒１５２０は、支持台１５１０の内部に挿入、あるいは外部に引張可能に支
持台１５１０に結合される。
【００３８】
　延長棒１５２０は外周面にねじ溝が形成される。支持台１５１０の内部には、支持部ス
トッパ１５１１がピンによって回転可能に結合される。支持部ストッパ１５１１の一端は
延長棒１５２０の外周面に形成されたねじ溝に結合可能な形態で形成され、他端はスプリ
ングによって支持台１５１０に弾性支持される。また、支持部ストッパ１５１１の他端は
連結線１５１２を通じて移動ケーシング１６１０に連結される。連結線１５１２は、支持
台１５１０の内部を貫通して移動ケーシング１６１０に連結可能である。使用者は移動ケ
ーシング１６１０を押し上げて支持部ストッパ１５１１の他端を動かし、支持部ストッパ
１５１１の他端が動くと、支持部ストッパ１５１１がピンを中心に回転しながら、支持部
ストッパ１５１１の一端が延長棒１５２０の外周面に形成されたねじ溝と分離される。従
って、使用者は延長棒１５２０を支持台１５１０から引くこと、あるいは支持台１５１０
の内部に押し入れることができるようになる。
【００３９】
　支持部１５００が３つである場合にも、それぞれの支持部の連結線が移動ケーシング１
６１０に連結されると、使用者は移動ケーシング１６１０を押し上げることによって３つ
の支持部１５００の長さを調節することができる。また、支持部１５００は移動ケーシン
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グ１６１０に対して、放射状に広げられること、あるいは折られることが可能である。即
ち、使用者はクランプ装置１０００を用いる時には支持部１５００を広げ、使用を終了し
た後には支持部１５００を折ることができる。
【００４０】
　本明細書及び図面に開示された本発明の実施例は、本発明の技術内容を容易に説明し、
本発明を理解させるための特定例を提示しただけであり、本発明の範囲を限定するための
ものではない。ここで開示された実施例以外にも、本発明の技術的思想に基づいた他の変
形例が実施可能であることは、本発明が属する技術分野において通常の知識を有する者に
とって自明である。

【図１】 【図２】
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